
   吉川市建設工事等契約事務手続要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、吉川市契約規則（昭和３９年吉川町規則第２号（以下「規

則」という。）第５２条の規定に基づき、吉川市が発注する建設工事請負、設

計・調査・測量業務委託、物品購入等の契約に係る書面の様式及び事務手続

について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注課から特に指示がある事項は、これを優先

するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、電磁的方法（市の使用に係る電子計算機と入

札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

を使用する方法をいう。）により行う入札及び随意契約の事務手続等について

は、市長が別に定める。 

 （用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 案件 個々の契約対象となる事項をいう。 

 (2) 発注課 個々の契約発注を担当する課をいう。 

 (3) 指名委員会 吉川市工事請負指名業者選定委員会要綱（昭和５３年吉川

町告示第３５号）第２条に規定する任務を行う委員会をいう。 

 (4) 関係図書 契約内容を明示した仕様書、図面、規格書等の契約に関する

諸書類をいう。 

 (5) 設計額 消費税等を含んだ案件の積算額をいう。 

 (6) 総価契約 契約の要素となる数量、金額等が確定された上で締結される

契約をいう。 

 (7) 単価契約 契約の締結時に数量を確定することができないため、単位当

たりの価格だけを決定し、金額をその給付の実績によって算定する契約を

いう。 

 (8) 事後審査型入札 建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、入

札参加資格の審査を入札執行後に行う入札をいう。 

 （工事等起工） 

第３条 発注課が建設工事等の施工をするための決定（以下「起工」という。）

等をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類に関係

図書を添付して、決裁を受けるものとする。 

 (1) 設計額が１３０万円を超える建設請負工事、建設請負工事に係る設計・

調査・測量・施工監理等を起工する場合 様式第１号 

 (2) 事後審査型入札による建設請負工事を起工する場合 様式第１号の２ 

 (3) 設計額が１３０万円以下の建設請負工事、建設請負工事に係る設計・調



査・測量・施工監理等を起工する場合 様式第２号 

 (4) 設計額が１３０万円を超える物品の購入・売払い、建設資材の購入、印

刷、物品の製造、業務委託（施設管理、植樹管理、土木施設維持管理、そ

の他役務の提供を受けるもの等をいう。以下同じ。）を起工する場合 様

式第３号 

 (5) 設計額が１３０万円以下の物品の購入・売払い、建設資材の購入、印刷、

物品の製造、業務委託を起工する場合 様式第４号 

 （現場説明記録） 

第４条 発注課が案件に係る現場説明会を開催したときは、様式第５号により、

その説明内容等を記録するものとする。 

 （予定価格等の作成） 

第５条 規則第１１条第１項（規則第２４条において準用する場合を含む。）の

予定価格及び規則第１２条（規則第２４条において準用する場合を含む。）の

最低制限価格は、様式第６号により、次の各号に掲げる案件の設計額に応じ

当該各号に定める者が作成するものとする。 

 (1) ５００万円を超える場合 市長 

 (2) １００万円を超え５００万円以下の場合 総務部長 

 (3) １００万円以下の場合 財政課長 

 （入札） 

第６条 規則第１３条第１項（規則第２４条おいて準用する場合を含む。）の入

札書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

 (1) 入札者が単体企業の場合 様式第７号 

 (2) 入札者が共同企業体の場合 様式第８号 

２ 入札回数は再度入札を含め３回までとし、この時点で落札者がないときは、

不調とする。ただし、入札立会人の判断により、最低価格提示者及び次順位

者との随意交渉を行うことができる。 

 （委任状） 

第７条 規則第１３条第２項（規則第２４条において準用する場合を含む。）の

委任状は、様式第９号によるものとする。 

 （入札及び見積辞退） 

第８条 入札参加者又は見積徴取の依頼を受けた者が、入札又は見積書の提出

を辞退しようとする場合は、様式第１０号により、辞退を申し出なければな

らない。 

 （課税事業者等届出） 

第９条 落札者は、落札決定後直ちに消費税法に基づき、課税事業者であるか

免税事業者であるかを次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を

発注課へ届け出なければならない。 



 (1) 課税事業者である場合 様式第１１号 

 (2) 免税事業者である場合 様式第１２号 

 （入札等経過調書） 

第１０条 規則第２０条（規則第２４条おいて準用する場合を含む。）の経過調

書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類より作成するもの

とする。 

 (1) 総価契約の入札に係る経過調書 様式第１３号 

 (2) 単価契約の入札に係る経過調書 様式第１４号 

 (3) 総価契約の入札で第６条第２項ただし書の随意交渉に係る随意契約経過

調書 様式第１５号 

 (4) 単価契約の入札で第６条第２項ただし書の随意交渉に係る随意契約経過

調書 様式第１６号 

 （指名委員会への付議） 

第１１条 発注課が第３条の規定による決裁を受けた指名競争入札に係る案件

で指名競争入札に係る案件の設計額が１３０万円を超えるものは、競争に参

加させようとする者の案を様式第１７号により、事後審査型入札による案件

に係るものは参加資格及び公告の内容に関する案を様式第１７号の２により

指名委員会へ付議するものとする。 

 （入札者への指名通知） 

第１２条 発注課が規則第２３条第２項の規定による通知をする場合には、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により決裁を受け、様式第

１８号に関係図書を添付して通知するものとする。 

 (1) 入札者の案を指名委員会へ付議した案件の場合 様式第１９号 

 (2) 入札者の案を指名委員会へ付議しなかった案件の場合 様式第２０号 

 （公告） 

第１２条の２ 発注課が事後審査型入札案件を公告しようとするときは、様式

第２０号の２により決裁を受けなければならない。 

 （見積徴取依頼通知） 

第１３条 発注課が規則第２６条第１項本文の規定により見積書の徴取を依頼

する場合には、様式第２１号に関係図書を添付して依頼するものとする。 

 （見積書） 

第１４条 規則第２６条第１項本文の見積書は、様式第２２号によるものとす

る。 

 （随意契約経過調書） 

第１５条 随意契約により見積書の徴取を行った場合は、次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定める書類により随意契約経過調書を作成するものとす

る。 



 (1) 総価契約の随意契約に係る経過調書 様式第２３号 

 (2) 単価契約の随意契約に係る経過調書 様式第２４号 

 （執行伺いによる契約締結） 

第１６条 発注課が特定の者と契約の締結をする場合は、次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定める書類に、見積書を添付して決裁を受けるものと

する。ただし、規則第２６条第１項ただし書に該当する場合は、見積書の

添付を要しない。 

 (1) 設計額が５００万円以上の契約を締結する場合 様式第２５号 

 (2) 設計額が５００万円未満の契約を締結する場合 様式第２６号 

 （契約書の作成） 

第１７条 規則第３１条第１項の契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める書類により作成するものとする。 

 (1) 建設請負工事で契約相手が単体企業の場合 様式第２７号 

 (2) 建設請負工事で契約相手が共同企業体の場合 様式第２８号 

 (3) 設計・調査・測量業務委託の場合 様式第２９号 

 (4) 物品売買の場合 様式第３０号 

 (5) 修繕請負の場合 様式第３０号の２ 

 (6) 印刷製本請負の場合 様式第３０号の３ 

 (7) 役務の提供による業務委託の場合 様式第３１号 

 (8) 建設請負工事で単価契約の場合 様式第３２号 

 (9) 物品売買で単価契約の場合 様式第３３号 

 (10) 印刷製本請負で単価契約の場合 様式第３３号の２ 

 (11) 役務の提供による業務委託で単価契約の場合 様式第３４号 

２ 規則第３１条第１項に規定する契約書のうち、建設請負工事に係る契約書

には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 吉川市建設工事請負契約約款 様式第３５号 

 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号）第１３条第１項及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

（平成１４年国土交通省令第１７号）第４条の規定による書面 

３ 第１項の規定は、契約の内容により同項各号に定める書類により契約し難

い案件については、適用しない。 

 （請書の作成） 

第１８条 規則第３２条第２項の請書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める書類によるものとする。 

 (1) 建設請負工事の場合 様式第３６号 

 (2) 物品等売買の場合 様式第３７号 

 (3) 修繕請負の場合 様式第３７号の２ 



 (4) 印刷製本請負の場合 様式第３７号の３ 

 （契約保証金受領書等） 

第１９条 市長は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の１６第１項の規定により契約保証金を受領したときは、様式第３８号によ

り受領書を発行するものとし、様式第３９号によりその管理を行うものとす

る。 

 （仮契約書） 

第２０条 規則第３６条第１項の仮契約書は、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める書類により作成するものとする。 

 (1) 建設請負工事で契約相手が単体企業の場合 様式第４０号 

 (2) 建設請負工事で契約相手が共同企業体の場合 様式第４１号 

 (3) 物品売買の場合 様式第４２号 

２ 規則第３６条第２項の規定による通知は、様式第４３号によるものとする。 

 （単価契約） 

第２１条 発注課は、単価による契約を締結した案件を発注する場合には、発

注ごとに様式第４４号により決裁を受けるものとする。 

２ 発注課は、前項の決裁の後、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

る書類により発注するものとする。 

 (1) 工事請負単価契約で発注数量が確定している場合 様式第４５号 

 (2) 工事請負単価契約で発注数量が確定していない場合 様式第４６号 

 (3) 業務委託単価契約で発注数量が確定している場合 様式第４７号 

 (4) 業務委託単価契約で発注数量が確定していない場合 様式第４８号 

 (5) 物品売買単価契約で発注数量が確定している場合 様式第４９号 

 (6) 物品売買単価契約で発注数量が確定していない場合 様式第５０号 

３ 発注課は、前項の規定により発注した場合は、請負者から次の各号に掲げ

る区分に応じ当該各号に定める請書を徴するものとする。 

 (1) 工事請負単価契約による発注の場合 様式第５１号 

 (2) 業務委託単価契約による発注の場合 様式第５２号 

 (3) 物品売買単価契約による発注の場合 様式第５３号 

４ 請負者は、請負業務等が完了した場合は、様式５４号により発注課へ報告

するものとする。 

５ 発注課は、単価契約に基づく発注限度額での予算執行を適正に管理するた

め、様式第５５号により発注状況を管理するものとする。 

 （契約の変更） 

第２２条 発注課が建設請負工事等の契約の変更を行おうとする場合は、様式

第５６号により請負者との契約変更に係る協議の開始について決裁を受ける

ものとする。 



２ 発注課は前項の決裁を受けた後、様式第５７号により請負者に契約の変更

について協議の通知をするものとし、請負者は協議終了後に結果について、

様式第５８号により発注課に回答するものとする。 

３ 前項に規定する回答を受領した後、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

に定める書類により変更の契約を締結するものとする。 

 (1) 総価契約の変更の場合 様式第５９号 

 (2) 単価契約の変更の場合 様式第６０号 

 （補則） 

第２３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則（平成１６年告示第１０７号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成１６年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現に起工をしている場合は、契約の履行を完了するに

至るまで、なお従前の例による。 

   附 則（平成１７年告示第９号） 

 （施行期日） 

 この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年告示第２０６号） 

 （施行期日） 

 この告示は、平成１７年９月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年告示第５８号） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現に起工をしている場合は、契約の履行を完了するに

至るまで、なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年９月１２日告示第２３３号） 

 （施行期日） 

 この告示は、平成１９年１０月１日より施行する。） 


